
2020年 4月 28日 

運転技能講習受講者 各位 

トヨタ L&F札幌株式会社 

サービス企画部 

 

緊急事態宣言に伴う技能講習中止期間延長のお知らせ 

 

平素は運転技能講習所「まなべーる」をご利用いただき、有難うございます。 

新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を受け、当

講習所におきましては、2020年 4月 20日から 5月 6日までの期間の講習を

中止しております。 

今般、緊急事態宣言の期間終了間近となりましたが、新型コロナウイルスの

感染が改善されていない状況にありますので、下記の通り講習中止期間を延長

させていただきます。 

 

【講習中止期間】 

・2020年 5月 7日～2020年 5月末日 

※６月１６日（火）からの講習開催を予定しておりますが、「緊急事態宣言」の

発令期間変更など、今後の状況により更なる中止の可能性がございます。 

講習実施の変更がある際には都度、弊社ＨＰでのご案内および受講予定の方

には連絡をさせていただきます。 

 

【お申込み・ご予約済みの受講者様へ】 

既にお申込み・ご予約いただいている受講者の皆様には大変ご迷惑をお掛け

することになり、誠に申し訳ございませんが、皆様の安全と健康を守るための

中止でございますので、何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。 

既にお申込み・ご予約いただいている受講者の皆様には順次ご連絡を差し上

げ、日程変更・ご返金等のご対応をさせていただきます。 

 

【本件についてのお問い合わせ先】 

トヨタ L&F札幌株式会社 

サービス企画部 水口 

電話：011-851-6108 

以上 


